
社会福祉法人上村鵠生会 役員等報酬規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人 上 村 鵠 生 会 （以下「当法人」という）定款第８条およ

び第２２条の規定に基づき、役員（理事及び監事）及び評議員（以下「役員等」とする）の報酬

等について定めるものとする。 

 

（報酬等の支給） 

第２条 役員等には、勤務形態に応じて、次の通り報酬等を支給する。 

（１）常勤役員等については、報酬、賞与及び退職慰労金を支給する。 

（２）常勤役員等とは、法人の職務に専念し、法人の職員と勤務時間を同じくする者を言う。 

（３）非常勤役員等については、業務に応じた報酬を支給することとし、賞与及 

退職手当は支給しない。 

２  常勤役員等に対する退職慰労金は、役員等として円満に任期を満了、または辞任、死亡によ

り退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払う

ものとする。 

 

（常勤役員等の報酬等の算定方法） 

第３条 常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じては評議員会で

定めるものとする。 

（１）報酬については、別表第１に定める支給基準額 

（２）賞与については、別表第２に定める額 

（３）退職慰労金については、別表第３に定める算式により算出される額 

（４）通勤手当については、職員給与規定第13条の規定に準ずる額 

 

（非常勤役員等の報酬等の算定方法） 

第４条 非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるもの

とする。 

（１）報酬については、別表第４に定める額 

（２）非常勤役員等が職務のため出張をしたときは、旅費規程に基づき、旅費（交通費、宿泊

料）を支給する。 

 

（報酬等の支給方法） 

第５条 常勤役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める

時期とする。 

（１）報酬については、職員給与支給に準じた日とする。 

（２）賞与については、職員賞与支給に準じた日とする。 



    賞与については、業績により支給しない場合がある。 

（３）退職慰労金については、任期の満了、辞任又は死亡により退職した後２か月以内に支給

する。 

２  非常勤役員等に対する報酬は、当該会議に出席した都度、支給する。 

３  報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったときには、

立替金、積立金等を控除して支給する。 

 

（報酬等の日割り計算） 

第７条 新たに常勤役員等に就任した者には、その日から報酬を支給する。 

２  常勤役員等が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。 

３  月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日

曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

４  本条第２項の規定にかかわらず、常勤役員等が死亡によって退任した場合、その月までの報

酬を支給する。 

 

（端数の処理） 

第８条 この規定により、計算金額に１円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てる。 

 

（公表） 

第９条 当法人は、この規定をもって、社会福祉法第５９条の２第１項２号に定める報酬等の支

給の基準として公表する。 

 

（改廃） 

第１０条 この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。 

 

（補則） 

第１１条 この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めること

とする。 

 

附則 この規程は、平成２９年４月１日より施行する。 

   この規定は、令和５年４月１日改正（別表１ 常勤役員等の報酬表改正） 

 

 

 

 

 

 



別表１（常勤役員等の報酬） 

号 俸 支給基準額 号 俸 支給基準額 

１号俸 月 ５０，０００円 １４号俸 月１８０，０００円 

２号俸 月 ６０，０００円 １５号俸 月１９０，０００円 

３号俸 月 ７０，０００円 １６号俸 月２００，０００円 

４号俸 月 ８０，０００円 １７号俸 月２５０，０００円 

５号俸 月 ９０，０００円 １８号俸 月３００，０００円 

６号俸 月１００，０００円 １９号俸 月３５０，０００円 

７号俸 月１１０，０００円 ２０号俸 月４００，０００円 

８号俸 月１２０，０００円 ２１号俸 月４５０，０００円 

９号俸 月１３０，０００円 ２２号俸 月５００，０００円 

１０号俸 月１４０，０００円 ２３号俸 月５５０，０００円 

１１号俸 月１５０，０００円 ２４号俸 月６００，０００円 

１２号俸 月１６０，０００円 ２５号俸 月６５０，０００円 

１３号俸 月１７０，０００円 ２６号俸 月７００，０００円 

 

別表２（常勤役員等の賞与） 

６月の賞与 報酬月額×１か月分 

１２月の賞与 報酬月額×１か月分 

 

別表３（常勤役員等の退職慰労金算定式） 

 

最終報酬月額×在任年数×係数（０．１） 

 

 ※上記在任年数は1 か年単位とし、端数は月割りとする。ただし、1 か月未満は1  

か月に切り上げる。 

 

別表４（非常勤役員等の報酬） 

（１）評議員 

  日  額  

評議員会への出席  １０，０００円 （税別） 

上記の他、法人及び施設業務のための出勤  １０，０００円 （税別） 

 

（２）理事 

  日  額  

理事会等会議への出席  １０，０００円 （税別） 

上記の他、法人及び施設業務のための出勤  １０，０００円 （税別） 



（３）監事 

  日  額 

監事監査等への出席  １０，０００円 （税別） 

上記の他、法人及び施設業務のための出勤  １０，０００円 （税別） 

 

算定  （8,415,616円） 

 

    １２号俸 月額    ６００千円 ｘ １２ ＝７２０万  

賞与（6・12月）６００千円 ｘ ２＝１２０万  計８４０万円 

 

（7,205,460円） 

１０号俸 月額 ５００千円 上 ５１４千円ｘ１４ケ月   計7,196千円 


